
＜入札・契約制度運用の一部見直しについて＞

本市では、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、安全対策

の不徹底等を未然に防止することを目的として、「低入札価格調査制度」を適用して運用して

おりますが、ダンピング受注等をより一層防止するため、下記のとおり運用の一部を見直しいた

します。

○ 見直しの内容

現行の「失格基準価格」の算出基準を下記のとおり変更いたします。

【失格基準価格の算出基準】

改 正 後 現 行

入札時に提出した工事費内訳書が下記項目の

（１）から（５）のいずれかに該当した場合は

失格とします。

（１）直接工事費が予定価格の直接工事費（建

築工事及び設備工事は９５％）の７５％

の額（１万円未満切り捨て）未満である

こと。

（２）共通仮設費が予定価格の共通仮設費の７

０％の額（１万円未満切り捨て）未満で

あること。

（３）現場管理費が予定価格の現場管理費の７

０％の額（１万円未満切り捨て）未満で

あること。

（４）一般管理費が予定価格の一般管理費の３

０％の額（１万円未満切り捨て）未満で

あること。

（５）入札価格が、アからエまでの合計額から

オの額を差引いた額（１万円未満切り捨

て）未満であること。

ア 予定価格の直接工事費（建築工事及

び設備工事は９５％）の９５％の額

イ 予定価格の共通仮設費の９０％の額

ウ 予定価格の現場管理費の７０％の額

エ 予定価格の一般管理費の３０％の額

オ 予定価格の工事価格の３％の額

（１）一次判定

下位５者（入札者が５者未満のときは当

該入札者）の入札価格の平均値に１００

分の８５を乗じて得た額（千円未満切り

捨て）を失格値とし、当該最低価格が失

格値を下回った場合には、以後の低入札

価格調査を行うことなく、当該最低価格

入札者を失格とします。

（２）二次判定

一次判定の結果、最低価格が失格値以上の

場合には二次判定を実施することとし、次

の二

項目の数値的判断基準を一つでも満たさな

ければ、当該最低価格入札者を失格としま

す。

① 当該最低価格入札者が入札時に提出し

た工事費内訳書記載の直接工事費が、市の

設計における直接工事費の７５％以上であ

ること。

② 当該最低価格入札者が入札時に提出し

た工事費内訳書記載の諸経費（共通仮設費、

現場管理費、一般管理費の総額）が、市の

設計における諸経費の５０％以上であるこ

と。

○ 適用時期

平成２４年 １月 １日以降、公告する建設工事に適用いたします。


